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研究要旨 

背景と目的：特定健康診査（特定健診）・特定保健指導では、生活習慣病の有病者・予備群の減少

を的確に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要となる。

特定健診受診後は、検査結果に基づく受診勧奨または階層化基準に基づく特定保健指導が実施さ

れる。階層化は、腹囲及びBMIと血圧・血糖・脂質及び喫煙の追加リスクから判定されるが、高血圧

治療ガイドライン2019や、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022案の基準とは乖離がある。また受診

勧奨域の治療実態も不明である。本研究の目的は、国保の特定健診データを用いて①肥満度別に

受診勧奨、保健指導レベルと非治療割合の現状を把握し、②追加リスクの基準を最新のものに変更

した場合の保健指導階層化の変化について検証することである。 

方法：平成25年度の羽曳野市の国民健康保険（国保）加入者の特定健診受診者8,704人のうち、受

診時に40歳未満で、健診情報の欠損及び、脳卒中・心臓病・腎不全の既往を持つ人959人を除外し

た7,745人（男性:3,094人、女性：4,651人）を対象とした。解析は、①男女別の受診勧奨以上の者の

判定（肥満度別・治療中別）、②対象者を国の基準（腹囲と危険因子国基準、BMIと喫煙に基づく）

で情報提供、動機付け支援、積極的支援の判定と非治療割合、③対象者を国の基準を「治療ガイド

ライン2019」」及び、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2020案」の値に変更した場合の情報提供、動

機付け支援、積極的支援の判定の3つに分けて行った。 

結果：国保の特定健診受診者全体の平均年齢は、64.6±8.3歳であり、65歳以上の割合が全体で

4,907人（63.4％）を占め、腹囲の基準を超えたものは、男性で1,566人 (50.6％)、女性で829人

(17.8％)、BMI25以上は、男性で870人 (28.1％)、女性で904 (19.4)と女性で肥満の該当者が少なか

った。全体の受診勧奨レベルは治療中を含む受診勧奨レベルは血圧で男女とも20％台で、血糖で

は男性が13％女性は６％、脂質は男女とも30％台で女性の割合が高かった。肥満者の割合は男性

が女性より高く、受診勧奨レベルに該当する者は、肥満者で割合が高い傾向にあった。肥満群と非

肥満群における受診勧奨レベル層に注目した非治療割合の比較では、特に脂質異常症の非治療

割合が高かった。また女性の血糖値受診勧奨レベルを除いて、血圧・血糖・脂質以上のいずれの項

目も肥満群に比較して、非肥満群で非治療割合が高かった。追加リスクの基準変更では、高血圧学

会及び動脈硬化学会のいずれの基準とも最新のものに変更した特定保健指導階層化では、情報

提供は0.2～0.5％減少し動機付支援や積極的支援は、0.1～0.4％増加したが変化量は僅かであっ

た。 

結論：受診勧奨レベルの該当は肥満群で高いが、男女とも血圧と脂質異常の非治療割合が非肥満

群で高く積極的な受診勧奨が必要であることが示唆された。また、国保の特定健診集団における追

加リスクの評価基準を変更した場合の保健指導階層化において、新しい学会の基準を適用しても保

健指導の階層化の割合には大きな影響を与えないことが示唆された。 29



Ａ. 研究目的 
平成20年度より内臓脂肪症候群

（MetS）に 着目した特定健康診査（特定

健診）・特定保健指導の実施が導入さ

れ、循環器疾患・糖尿病等の生活習慣病

予防に対する 積極的な取り組みが保険者

に義務づけられている1）。 
生活習慣病の予防を期待できるMetSの

選定及び階層化や、生活習慣病の有病

者・予備群を適切に減少させることがで

きたかを的確に評価するためには、受診

勧奨および保健指導対象者の選定及び階

層化の標準的な数値基準が必要となる。

また、内臓脂肪の蓄積により、心疾患等

のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異

常等）が増え、リスク要因が増加するほ

ど心疾患等が発症しやすくなる。このた

め、保健指導対象者の選定は、内臓脂肪

蓄積の程度とリスク要因の数に着目する

ことが重要となる2）。 

特定健診受診後は、検査結果に基づく

受診勧奨または階層化基準に基づく特定

保健指導が実施される。現行の階層化基

準は、腹囲及びBMIと血圧・血糖・脂質

及び喫煙の追加リスクから判定される

が、高血圧治療ガイドライン20193）や、

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022案
（参考：欧州動脈硬化学会と欧州臨床化

学検査医学会による両学会の合同コンセ

ンサスステートメント4））の基準との乖

離がある。また受診勧奨域の治療実態も

不明である。 

本研究の目的は、国保の特定健診デー

タを用いて、①肥満度別に受診勧奨、保

健指導レベルと非治療割合の現状を把握

し、さらに、②追加リスクの評価基準を

変更した場合の保健指導階層化の変化に

ついて検証することである。 

 

Ｂ． 研究方法 

1.． 研究対象地域と対象者 

研究対象とした大阪府羽曳野市は人口

109,608人（男性：52,801人,女性:57,527
人：令和3年度）5)、面積：26.45 km^2、
老年人口比率：24.5%、国民健康保険（国

保）加入世帯の割合：39.3%（共に平成24
年度）、特定健診受診率:36.0%（令和1年
度）の大都市近郊の市である6)。本研究で

は平成25年度の羽曳野市の国民健康保険

加入者の特定健診受診者8,704人を対象と

した。特定健診受診者のうち、受診時に

40歳未満22人、健診情報の欠損（血圧<拡
張期・収縮期>:3人、LDL-C:1人、HDL-
C:2人、BMI:1人、空腹時血糖値及び随時

血糖値:29人、治療中情報:68人）及び、脳

卒中・心臓病・腎不全の既往を有する833
人を除外した7,745人（男性:3,094人、女

性：4,651人）を最終解析対象者とした。 

 

2. 定義 

受診勧奨のレベルは、標準的な健診・

保健指導プログラム【平成30年度版】の

フィードバック文例集7）を参考し、肥満

はBMI 25以上 or 男性腹囲85㎝以上・女性

腹囲90㎝以上とした。肥満度別に血圧、

血糖、脂質異常における、受診勧奨レベ

ル、保健指導レベル、情報提供レベルに

分類した。各項目の階層化は以下の通り

である（表1~3）。 

表1. 受診勧奨レベル：血圧7) 
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表2. 受診勧奨レベル：血糖7) 

 
表3. 受診勧奨レベル：脂質異常7) 

 
3. 統計解析 

男女別の背景の特徴については、連続

変数は平均±標準偏差で、カテゴリカル

変数はN（%）で表した。解析は、①男女

別の受診勧奨以上の者の判定（肥満度

別・治療中別）、②対象者を国の基準

（腹囲と危険因子国基準、BMIと喫煙に

基づく）で情報提供、動機付け支援、積

極的支援の判定と非治療割合、③対象者

を国の基準を「治療ガイドライン

2019」」及び、「動脈硬化性疾患予防ガ

イドライン2020案」の値に変更した場合

の情報提供、動機付け支援、積極的支援

の判定の3つに分けて行った。 

解析②では、下記に示す保健指導の判

定基準にて解析を行った（表4）8)。追加

リスクの基準は、(1)血糖 a 空腹時血糖

100mg/dL以上 又は ｂ HbA1ｃの場合 
5.6％ 以上 、（2）脂質異常 a 中性脂肪

150mg/dL以上 又は b  HDL-C40mg/dL未
満 、（3）血圧 a 収縮期血圧130mmHg以

上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 、
（4）質問票 喫煙歴あり （（1）～（3）
のリスクが１つ以上の場合にのみカウン

ト）。なお、（1 ）～（3）の薬剤治療を

受けている場合は、特定保健指導の対象

外であり、治療中と表記した。加えて、

非治療割合を男女別・各階層に算出し

た。 

表4. 特定保健指導の階層化判定8) 

 
 解析③では、血圧の追加リスクの基準

値を、収縮期血圧130mmHg以上 and/or 拡
張期血圧85mmHg以上（現行）から 収縮

期血圧130mmHg以上 and/or 拡張期血圧

80mmHg以上に変更して解析した。さら

に、脂質異常は、 HDL-C40mg/dL未満 
and/or 中性脂肪 150mg/dL以上  (現行は中

性脂肪の随時と空腹時の区別がない）

を、 HDL-C 40mg/dL未満 and/or 中性脂肪 
150mg/dL以上（空腹時） and/or  中性脂肪 
175   mg/dL以上（非空腹時、随時）に変

更した。 

統計解析はSTATA16を用いて行った。 

4. 倫理面への配慮 

羽曳野市からは個人情報を含まない連

結不可能匿名データが事業評価のために

慶應義塾大学に提供された。このデータ

の研究利用についても市役所の承認を得

ており、慶應義塾大学医学部の倫理委員

会でも承認を得ている。本厚生労働科学

研究での利用については2020年11月30日
に修正申請として承認を得ている（承認
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番号20180370-7）。 

C．研究結果 

詳細解析に当たり、対象者の特性を表5 
と図1に示した。本研究の解析集団は、市

町村国保の特定健診受診者であり、65歳
以上が全体の4,907人（63.4％）と多くを

占め、平均年齢は、64.6±8.3歳であった。

腹囲の基準を超えた者は、男性で1,566人 
(50.6％)、女性で829人(17.8％)であり、

BMI25以上は、男性で870人 (28.1％)、女

性で904人 (19.4％)と女性で肥満の該当者

の割合が低い。降圧剤の内服は全体で

32.4％、血糖を下げる薬またはインスリ

ンの使用は6.6％、中性脂肪を下げる薬は

22.3％であった（表には示さず）。この3
つうち、1つ以上の内服・治療をしている

のは、 3,434人（44.3％）であった。な

お、65歳以上では、2,611人（53.2％)がい

ずれかの治療中であった。 
解析①男女別の受診勧奨以上の者の判定

（肥満度別・治療中別）（表6-1～6-3） 
血圧の受診勧奨レベル該当者（治療中

を含む）は、男性は902人(29.2％)、女性

で1,023人（22.0％)であった。血糖の受診

勧奨レベル該当者（治療中を含む）は、

全体で401人（13.0％）、女性で296人
（6.4％）、同様に脂質異常については、

980人(31.7％)、女性で1,787人 (38.4％)で
あった。受診勧奨レベルに該当する割合

は、血圧・血糖は男性で割合が高く、脂

質異常は女性で割合が高った。 
解析②対象者を国の基準（腹囲と危険因

子国基準、BMIと喫煙に基づく）で情報

提供、動機付け支援、積極的支援の判定

と非治療割合（表7-1～7-4） 
血圧の治療中は、男性1,112人

（35.9％）、女性1,394人（30.0％）であ

った。血糖の治療中は、男性288人
（9.3％）、女性225人（4.8％）であっ

た。脂質異常の治療中は、男性518人
（16.7％）、女性1,210人（26.0％）で、

男性より女性の割合が高かった。 
肥満者の割合は男性が女性より高く、

受診勧奨レベルに該当する者は、肥満者

で割合が高い傾向にあった。 
男女別に(1)各階層における非治療中

（肥満+非肥満）の割合、(2)肥満群の非

治療割合、(3)非肥満群の非治療割合の3パ
ターンで算出した。特に受診勧奨レベル

値以上の場合は、本来が治療を受けても

良い対象者であり、表7-4に再掲した。 
(1)男女別階層別の非治療割合は、血圧

はいずれの階層においても50～80％弱で

あり、男性で非治療割合が女性より高い

傾向であった。血糖は最も階層の高い

（血糖値の高い）群では、男女とも非治

療率が46～49％程度で、脂質異常は66～
91％であった。非治療割合が高いのは、

男女とも脂質異常であった。 
(2)及び(3)の非治療割合を比較すると、

特に受診勧奨レベル値以上の層で、女性

の血糖値受診勧奨レベルを除いて、血

圧・血糖・脂質異常のいずれの項目も肥

満群に比較して、非肥満群において、非

治療割合が男女とも高かった（表7-4）。 
解析③対象者を国の基準を「治療ガイド

ライン2019」」及び、「動脈硬化性疾患

予防ガイドライン2020案」の値に変更し

た場合の情報提供、動機付け支援、積極

的支援の判定（表8-1～8-4） 
国の基準における判定では全体のう

ち、治療中3,434人(44.3％)、情報提供

3,324人(42.9％)、動機付け支援712人
(9.2％)、積極的支援275人(3.6％)であっ

た。本研究集団では65歳以上の割合が

63.4％と高いため、65歳未満でも同様の

解析を行った。治療中823人(29.2％)、情

報提供1,566人 (55.2%)、動機付け支援、
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174 人(6.1％)、積極的支援275人(9.7％)で
あった（表には示さず）。 
内服薬を考慮しない血圧値の追加リス

クの基準値を、高血圧学会の基準にする

ことで514名がリスクありに分類された。

この影響を受け、情報提供から、動機付

け支援には27人がレベルアップ、情報提

供から動機付け支援に2人アップ、動機付

け支援から積極的支援には12人アップし

た。結果的に、全体の特定保健指導階層

化では、情報提供が0.2～0.6％減少し動機

付支援や積極的支援が、0.1～0.4％程度増

加した。 
脂質異常の基準値変更については、空

腹・非空腹を考慮した脂質値を提唱して

いる動脈硬化学会の基準にすることで54
人がリスクなしに移行した。これによ

り、動機付け支援から情報提供へ3人、積

極的支援から情報提供に1人の移動があっ

た。結果的に、全体の特定保健指導階層

化では、情報提供は0～0.1％増加し動機

付支援や積極的支援は、0.1％程度増加に

留まった。 
高血圧学会及び動脈硬化学会のいずれ

の基準とも変更した特定保健指導階層化

では、情報提供は0.2～0.5％減少し動機付

支援や積極的支援は、0.1～0.4％増加し

た。 

D．考察 
本研究では、大阪府羽曳野市の国保の

特定健診データを用いて、①肥満度別に

受診勧奨、保健指導レベルと非治療割合

の現状を把握し、さらに、②追加リスク

の評価基準を変更した場合の保健指レベ

ルの変化を検討した。結果、解析①にお

いて、治療中を含む血圧の受診勧奨レベ

ルは男女とも20％台で、血糖の受診勧奨

レベルは男性が13％女性は6％であった。

同様に脂質異常の受診勧奨レベルは男女

とも30％台で女性の方が割合が高かっ

た。肥満者の割合は男性が女性より高か

く、受診勧奨レベルに該当する者は、肥

満者で割合が高い傾向にあった。解析②

では、対象者を国の基準で情報提供、動

機付け支援、積極的支援を判定したが、

今回は治療中と情報提供が大半を占め

た。この理由としては、本研究集団で65
歳以上が6割を占めており治療中の割合が

高い事、65歳以上では腹囲やBMIの基準

に該当しかつ、追加リスクの個数にかか

わらず動機付け支援に分類されることが

挙げられる。また、女性では肥満に該当

する割合が低く、そもそも保健指導の対

象には該当しないことが影響したと考え

られる。 
肥満群と非肥満群における非治療割合

の比較では、血圧と脂質異常は肥満群と

比較して非肥満群で非治療割合が高かっ

た。血圧・血糖・脂質異常のいずれの項

目とも、指導の階層が高くコントロール

が悪い場合でも自覚症状が出にくい。特

定保健指導では、非肥満の者は非該当と

なる。これまでの報告では、非肥満の心

血管疾患危険因子保有者に対する生活習

慣改善指導の重要性が示唆され9)、標準的

な健診・保健指導プログラム【平成30年
度版】の文例集7)で示された非肥満者にも

何らかの保健指導をすることが推奨され

ており、非肥満者に対してもリスクを有

する場合には、積極的なアプローチが重

要である。 
特定健診・特定保健指導では、生活習

慣病の有病者・予備群の減少を的確に評

価するために、保健指導対象者の選定及

び階層化の標準的な数値基準が必要とな

る。現行の階層化基準は、腹囲及びBMI
と血圧・血糖・脂質異常及び喫煙の追加

リスクから判定されるが、高血圧治療ガ
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イドライン2019や、動脈硬化性疾患予防

ガイドライン2022案（参考文献：欧州動

脈硬化学会と欧州臨床化学検査医学会に

よるもので、両学会の合同コンセンサス

ステートメント4））の基準との乖離があ

る。血圧基準値を下げ厳格に基準を設定

することで、早期の介入により、重症な

高血圧への移行やひいては循環器疾患の

予防につながる可能性が考えられる。ま

た、全体の512人（0.7％）が非空腹時血

糖値を用いた脂質のリスクでの評価を行

い、54人がリスクなしの方へ移行し、階

層の変化は全体のうち4人であった。欧州

動脈硬化学会と欧州臨床化学検査医学会

は両学会の合同コンセンサスステートメ

ントでは「非空腹時の中性脂肪は175㎎
/dLが上限であり、糖尿病でより重要」と

している4）。血清脂質による心血管疾患

のリスク評価に空腹時値が非空腹時値よ

り優れているというエビデンスは存在せ

ず、空腹時より非空腹時の採血検体を用

いることに有益性が存在すると述べた上

で、非空腹時検査および空腹時検査を推

奨すべきケースを示している。対象者に

よっては随時採血を採用した場合が、実

用的な面が大きいと考えられる。糖尿病

においては、心血管疾患のより重要なリ

スクの可能性がある高中性脂肪血症が、

空腹時検査ではマスクされかねないこ

と、あるいは絶食が低血糖リスクとなる

こと、血糖管理に必要なHbA1cは非空腹

時検査で問題ないことを挙げている４）。

これらの報告より、非空腹時採血による

保健指導の階層化は有用な可能性が考え

られた。 
本研究の限界点は、市町村国保の特定

健診受診者を対象であり平均年齢が高か

ったこと、及び女性の肥満者の割合が低

かったことで、結果の評価は慎重にする

べきであると考えている。今後、生活習

慣病発症との関連を見ることでより、新

しい基準の有用性が評価できると考え

る。 

Ｅ．結論 

国保特定健診集団において、全体の受

診勧奨レベルは治療中を含む受診勧奨レ

ベルは血圧で男女とも20％台で、血糖で

は男性が13％女性は６％、脂質は男女と

も30％台であり、女性で割合が高かっ

た。受診勧奨域での非治療割合は特に脂

質異常症で高かった。肥満群と非肥満群

における非治療割合の比較では、特に受

診勧奨レベル値以上の層で、女性の血糖

を除いて、血圧・血糖・脂質異常のいず

れの項目も肥満群に比較して、非肥満群

において非治療割合が男女とも高かっ

た。 
追加リスクの基準変更では、高血圧学

会及び動脈硬化学会のいずれの基準とも

最新のものに変更した特定保健指導階層

化では、情報提供は0.2～0.5％減少し動機

付支援や積極的支援は、0.1～0.4％増加し

たが変化量は僅かであった。 
受診勧奨レベルの該当は肥満群で高い

が、血圧と脂質異常の非治療割合が非肥

満群で高く積極的な保健指導の機会が必

要であることが示唆された。また、国保

特定健診集団における追加リスクの評価

基準を変更した場合の保健指導階層化に

おいて、厳格な血圧基準値や非空腹時採

血の活用が、保健指導の階層化について

も有用な可能性が示唆された。 
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表5. 対象者の特性 

 
 
 

 
図1. 男女別BMIと腹囲基準組み合わせの割合 
 
 
 
表6-1. 血圧受診勧奨（治療中を含む）   表6-2. 血糖受診勧奨（治療中を含む） 

  
 
表6-3. 脂質異常受診勧奨（治療中を含む）   
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表7-1. 肥満度別受診勧奨、保健指導レベルの詳細（血圧） 

 
 
 
表7-2. 肥満度別受診勧奨、保健指導レベルの詳細（血糖） 

 
 
表7-3. 肥満度別受診勧奨、保健指導レベルの詳細（脂質異常） 
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表7-4. 肥満度別受診勧奨、保健指導レベルの詳細（非治療割合）抜粋 

 
 
表8-1. 国の基準に基づく特定保健指導の区分 

 
 
表8-2. 高血圧治療ガイドライン2019による特定保健指導の区分 

 
 

表8-3. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022案による特定保健指導の区分 
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表8-4. 高血圧学会ガイドライン2019及び動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022案による

特定保健指導の区分 
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